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ナース・アクションの提起について 第5報 

～全国一斉アクションと国会行動について～ 

連日のご奮闘に敬意を申し上げます。 

さて、去る4月17日(月)、3月末までに全国からお寄いただいた35都道府県696事業所の看護管理

者からのアンケート結果と、第一次分の署名３万筆余を持って、厚労省交渉と国会請願を行いまし

た。また、その後記者会見も行いました(詳細はきらり看護ホームページに掲載)。引き続き世論に

訴えながら取り組みを推進していきたいと思います。 

第4報の提起とともに、以下も各県連での具体化をお願い致します。 

記 

１．県連・法人で“全国一斉ナース★アクションデー(5月13日)”を具体化しましょう。 

①全日本民医連としての全国一斉アクションを2023年5月13日(土)に設定します。

②学習企画として「ナース・アクション福岡実行委員会総会」での宮子あずさ

氏の特別講演を全日本民医連共催企画と位置付けて YouTube でライブ配信しま

す(同日の午前10:45～11:55)。職員に広めていただいて全国で視聴をお願い致

します。Youtube： https://youtube.com/live/sbAdjXQyTH4?feature=share

 「ナースアクションニュース号外」にて宣伝・周知をお願い致します。 

③学習企画の前後に全国各地で街頭に出て何らかのアクションを計画しましょう。福岡実行委員

会では午後に博多駅頭で白衣の大宣伝行動を計画しています。 

④5月13日正午～14日正午までTwitterデモ[ハッシュタグ・アクティビズム]も呼びかけます。 

#看護職員処遇改善評価料の抜本的な見直しを #医療現場に不団結と分断を持ち込まない

で下さい #全ての看護職員の処遇改善を #看護職員を増やして   

◎同一時刻に同一のワードをツイートしたりリツイートしたりすることで世論喚起を促します。例

えば、2021年5月「#看護師の五輪派遣は困ります」は投稿数 50 万を超えて、国内海外メディア

が多数取り上げました。 

◎各自がコロナ禍等での医療介護現場の実情や患者さんへの思いを書き込んで、そこに上記の＃(小

文字のハッシュマーク:いげたを変換すると候補に出てきます)を付記してつぶやいてください(文



字数上限；140 字/1tw)。同一ワードを検索して、「いいね」や「リツイート」もお願いします。個

人アクションを通して全国と繋がりましょう。 

２．5月30日(火)の国会行動に全国からの参加を呼びかけます。 

  ①5 月 30 日(火)14 時半から行います。各県連から 2 人を目安に参加をご検討ください(看

護師受け入れ担当者研修交流集会終了後のタイミングです)。 

②当日は参議院議員会館で院内集会と衆参厚労委員等の議員廻り、厚労省への要請と記者会見

を予定しています。 

③参加者は、地元選出国会議員に「上京するので面会を」と取り付けて来ていただけると、よ

り大きな力になります。国会請願署名の紹介議員を可能な限り増やしたいと考えています[厚

労委員でなくとも結構です]。 

④署名は 5 月 25 日(木)正午までに、署名数の報告をメールして下さい。引き続き 5 月末まで

取り組みますが5月30日の国会行動では積算した署名数を報告したいと思います。 

 宛先;職員育成部 min-ikusei@min-iren.gr.jp

〈添付資料〉 
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全ての看護職員の処遇改善を求める厚労省交渉と記者会見の報告 

日時;2023 年 4 月 17 日(月) １４時～１５時 厚労省交渉 於:参議院議員会館 B-101 会議室 

                       １５時１５分～１６時 記者会見 於:厚労省記者クラブ 

参加;川上副会長、塩塚経営部長、内田・西村事務局次長、須田・坂田・河本・小牟田・宮川理事 

事務局 林(直)、杉山、野口 

同席;倉林明子参議院議員、増田優子秘書 

対応;厚労省保険局医療課主査 竹内海斗氏、同 高島豪氏、医政局看護課人材確保係長 森隆雅氏 

マスコミ・取材;毎日(くらし医療部)、読売(医療部)、日経(社会報道ｸﾞﾙｰﾌﾟ)、共同(生活・地域報道部)、病院新聞、

いの健、民医連新聞 

◆概要◆ 

 2022年 10月 4日に『医療機関に不団結と分断を持ち込む「看護職員処遇改善評価料」を誰もが

納得し、良かったと思える内容に抜本的に見直すことを強く求める』 会長声明を発表し、その後「評

価料」に関する全国アンケート調査、抜本的な見直しを求める国会請願署名、知事宛団体署名など

に取り組んで来ました。 

今般、3 月末までに寄せられた 35 都道府県 696 事業所の看護管理者からのアンケート結果と、第

一次分の署名３万筆余を持って、交渉と請願を行いました。厚労省交渉では川上副会長から「会長声

明」に沿って全日本民医連の基本的見解と要請内容を述べ、須田理事からは北海道での看護師不

足の深刻さをデータで示し、コロナ禍で最も困難になった課題は看護体制の脆弱さであり、看護師数

の増員が図られる診療報酬の改善こそが急務と述べ、同一法人内の病院間でも、対象病院とそれ以

外で処遇に格差と分断が生じる制度の矛盾について告発しました。小牟田理事からは、多くの介護

施設でクラスターが発生し、施設内で陽性者を看ることが当然とされる中で、職員も次々に感染し、そ

の中で、介護施設や在宅医療を支えて患者のいのちを守ったのは、訪問看護師や診療所の看護師

であり、処遇改善の対象とされない事には到底納得いくものではないと訴えました。坂田理事からは、

コロナ重点医療機関として、認知症や障害のある方、透析患者やお産の入院要請にも応えて来たが、

筋力を低下させない、せん妄を起こさないケアは、セラピスト、薬剤師、管理栄養士、清掃スタッフなど、

多職種協働でこそ受入れ可能であり、診療報酬・介護報酬全体の底上げが必要であること、また

COVID-19 感染の流行期の看護必要度を調査した結果、4対 1 とする必要があったことを図示して解

説しました。 

全国アンケート結果からは、「評価しない」が 8％、「評価するが問題・課題がある」が 66％を占め、

主な理由として、対象外の看護師への処遇が改善されていない８割、平等性に欠ける７割、今後看護

師確保が困難になる 3 割、人事異動が困難になる 2 割 5 分でした。また、138 の対象病院の内、「合

意が得られない」「格差が生じてしまう」などを理由に「届け出をしていない」がおよそ 8％、同時に「対

象病院ではないが独自に何らかの形で賃上げを行った」事業所が 43 個所もあったことなどを示して

制度の矛盾が浮き彫りになったと報告しました。『看護師が増えても、給料があがっても経営が成り立

つように、そのためには軍事費ではなく社会保障の財源の確保を』『ケア労働者は、いのちと向き合っ

ているから、逃げることができない。健全に働き続けられる労働の評価、人員配置が不可欠』『なぜ訪

問看護が対象外なのか納得できない。地域包括ケアシステムを推進する国の方針に逆行している』等

の寄せられた切実な声も紹介しました。 

コロナ禍で奮闘してきた医療機関や医療従事者の実態を真摯に受けとめ、現場の意見や要望を踏

まえた早急な見直しを強く求めました。 



◆やりとり◆ 

民医連1.司会の河本理事から、川上副会長の発言とアンケート結果を受けて厚労省の見解を求めた。  

厚労省 1.厚労省保険局医療課; 看護師処遇改善評価料につきましては、今国会でも様々な質疑を

いただき色々な所でご指摘をいただいております。確かにおっしゃるとおり限定的と言いますか、対象

が、看護職員の賃金水準が全産業平均に比べて高い状況の中で、コロナ医療など地域の中で一定

の役割を担っていると評価できる医療機関に限られた制度となっております。過去、中医協など様々

な審議会の場で議論を尽くして評価料を新設して来たわけですが、おっしゃられた中身については、

１０月からいろいろな団体様からかなりご意見をいただいております。 

今後は、令和６年度の診療報酬・介護報酬・薬価のトリプル改訂の中で、この評価料が看護職員の

皆様にどんな影響を与えていたのか、課題は何かをしっかり議論して検討を進めてまいりたいと考え

ております。(内閣府の)公定価格評価検討委員会の場でも、まずはしっかり現場検証を行った上で、

更なる財政措置を行う前に、見える化をはかって進めていきたいと、中間整理の中でまとめられており

ますので、それらも踏まえて次期報酬改定の議論の中で検討を進めてまいりたいと厚労省としては考

えております。  

民医連 2.北海道、宮崎、京都の看護管理者からの訴えを受けて。 

厚労省 2.医療課;診療報酬全体の議論は、医療現場の状況や経営状況、また物価高や賃上げなど、

様々な検討が求められますので「評価料」だけをどうするということはこの場では申し上げられません

が、皆さんに納得いただけるような報酬改定にしていきたいと考えております。但し、制度を知らなかっ

たという医療機関が結構ありましたので、これは国の責任だと思いますので、国民の皆様に解りやすく

周知していく努力を意識しながら政策を進めてまいりたいと思います。7 月には「評価料」の結果が各

厚生局から届きますので、それらの結果も踏まえて政策を考えてまいりたいと考えております。 

民医連 3.コロナ禍で露呈した脆弱な看護体制の問題と、高額な紹介料を診療報酬から紹介業者に

支払わなければ看護師が集まらない現状について。 

厚労省 3.医政局看護課;看護課といたしましては、これまでも看護職員の確保と質の向上、誇りを持

って働き続けられるために、大変重要な役割を担っている看護の役割を国民の皆様に理解していた

だくために看護課として何が出来るかを常に考えて仕事をしてまいりました。本日の資料を持ち帰って

活かしていきたいと考えております。有料紹介業者につきましては、本日は回答を持ち合わせており

ません。 

厚労省 3 補足.医療課;医療経営実態調査に紹介料の項目も入れましたので、その結果も踏まえて、

もし課題があるとなれば検討していく事になるのではないかと考えております。 

民医連 4.塩塚経営部長;そもそも岸田首相の強い意向で内閣府主導の下に「評価料」として診療報

酬にのせるという事が決められた。中医協でほとんど審議も尽くされないまま決められたというのが本

当の所だと思う。軸はあくまでも内閣官房の公定価格評価検討委員会であって、そのことと報酬にの

せた関係での中医協との整合性はとれているのか。我々の見解は、診療報酬にのせた事にも反対だ

し、対象拡大ではなく、抜本的な制度の見直しが必要だというもの。制度を見直す意志があるのか、な

いのか教えていただきたい。 

厚労省 4.医療課;さきほども申し上げた 7 月の厚生局の報告で課題があれば、厚労省としては中医

協で審議していく事になると思います。軸は、ご指摘の通り公定価格評価検討委員会になります。 



民医連 5.塩塚経営部長;「評価料」がなくなるということはないのか。処遇改善は賃金だけではない総

合的なものであるべきだし、医療経営実態調査の話しも出されたが、「評価料」については月額でみ

ていかなければ経営評価が出来ないわけで、病院経営としては先が見通せない不安がある。今回の

「評価料」は、看護師の賃金は低くはないけれどもコロナで頑張ったから特定の人に付けますよという

理屈になっている。見直す際には、処遇改善の目的は何なのかを明らかにして検討を進めないと、コ

ロナがなくなったらやめてしまえという意見は当然出てくるのではないか。厚労省の目的は何なのか教

えていただきたい。 

厚労省 5.医療課;目的としましては、看護職員の皆様が決められた医療環境の中でしっかりと働けら

れるようにというのが第一で、分かりやすいのは内閣府も掲げている構造的な賃上げになります。それ

に追随して我々も令和 4 年 9 月までは補助金での対策や、10 月からは「評価料」で 1 万 2 千円引き

上げるという事を行ってまいりました。給料だけ上げれば良いとは厚労省も思ってはおりませんので、

看護職・介護職の現場の皆様が働き続けられるような環境を作っていくことも含めまして次期診療報

酬改定では「評価料」という形になってしまうかも知れませんが、しっかりと制度設計を行ってまいりた

いと考えております。なくなるかなくならないか、というお問い合わせにつきましては、正直、議論はさ

れておりません。確かにコロナは終息するので、その後の取り扱いをどうするかはひとつの論点になる

と思いますが、政府も構造的賃上げを言っておりますので、すぐになくなるということは無いのではな

いかとは思います。 

[添付資料] 

①要請書 

②会長声明 

③全国アンケート調査報告 

④しんぶん赤旗記事 






